
浄土宗東京教区教宣師会 臨時総会 

平成２９年１０月２０日(金) 於：増上寺会館【松・杉の間】 
 

 

１．開会の辞  東京教区教宣師会副会長 前田崇史 

 

２．会長挨拶  東京教区教宣師会会長 下村達郎 

 

３．議事 

 １．議長選出 

 ２．会計年度変更及び総会時期の繰り上げについて 

 ３．教宣師会の位置付けについて 

 ４．ホームページの活用について 

 ５．今後の研修会について 

 ６．その他 

 ７．議長解任 

 

４．閉会の辞  東京教区教宣師会副会長 前田崇史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・浄土宗東京教区教宣師会会則より 

 

(会計年度) 第１６条 本会の会計年度は毎年６月２１日より、翌年６月２０日までとする。 

 

改定案 

(会計年度) 第１６条 本会の会計年度は毎年２月１日より、翌年１月３１日までとする。 

 

 

 

・平成二十九年度総会資料(事業計画・予算)より 

 

※新任教師育成を考える委員会の委員を選任する定期教区議会が毎年 3 月・6 月に行われ

る関係で、他団体と同様、教宣師会においても議会以前の時期における総会開催を教区よ

り提言されました。そのため本総会にて、本年 10月頃に今後の総会開催時期に関する会則

改定のための臨時総会、明年 2 月頃に平成 30 年度総会を開催する方向で議論が行われた

ため、本頁の事業計画は暫定のものとなり、平成 30年 2月以降の事業計画については、 改

めて事業計画を作成し、役員会の議決を経るものとします。 

 

※新任教師育成を考える委員会の委員を選任する定期教区議会が毎年 3 月・6 月に行われ

る関係で、他団体と同様、教宣師会においても議会以前の時期における総会開催を教区よ

り提言されました。そのため本総会にて、本年 10月頃に今後の総会開催時期に関する会則

改定のための臨時総会、明年 2 月頃に平成 30 年度総会を開催する方向で議論が行われた

ため、本頁の予算は暫定のものとなり、平成 30 年 2 月以降の予算については、改めて予

算案を作成し、役員会の議決を経るものとします。 


